
送迎加算

療養食加算

緊急短期入所受入加算

口腔連携強化加算

看取り連携体制加算

3,427円

5,293円 6,184円 2,071円
2,150円

第2段階

【1日あたり負担目安】

1,300円/日

1,939円 2,114円 2,276円

1,370円/日

1,000円/日

2,370円

第3段階②

5,112円
5,470円
5,912円

2,237円

2,401円

2,450円
2,371円

2,437円

1,370円/日

ショートステイ喜寿苑　料金表 【併設型ユニット型　定員1日20名】 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５要支援１ 要支援２
529単位/日 656単位/日

【介護保険サービス】

918単位/日 987単位/日704単位/日 772単位/日 847単位/日

要介護度：ユニット型個室

事業所番号 2372002440

介護サービス費

1日90単位（利用日数：7日、やむ得ない事情がある場合は14日を限度として）
1回50単位（口腔の健康状態を評価を実施し、利用者様の同意を得て当該評価の結果を情報提供した場合）

1日64単位（7日を限度として）24時間連絡できる体制を確保し、看取り期の対応方針の説明をした場合）

片道につき184単位

第1段階

預貯金、有価証券等の合計が650万円以下であること（夫婦の方は合計1,650万円以下）

預貯金、有価証券等の合計が550万円以下であること（夫婦の方は合計1,550万円以下）

4単位/日

5,450円 6,419円

1,981円 2,281円

2,537円

看護体制加算Ⅰ

4,481円
3,261円
3,340円

合計単位×14.0％

【居住費、食費】

18単位/日

1,959円

4,164円

1,219円

1,782円

801円

居住費

※豊橋市は7級地に該当している為、単位数に10.17円を乗じた金額が料金となっています。
その他の主な費用　おやつ代：1日１００円、理髪ｻｰﾋﾞｽ:カット2000円　カット・顔そり2500円　教養娯楽費（実費）

4,649円
4,730円

※該当する項目について日数分が加算されます。

※上記金額は、1日あたりの目安を示したものです。小数点以下の端数処理の関係で、差額が生じる場合があります

【その他費用】

5,948円 2,699円
3,508円
3,589円

＊
加
算
・
減
算

7,166円 2,399円
5,787円 6,925円 2,318円 2,618円

31日～（30単位減算）60日以降（【単位数】　介護１：670、介護2：740、介護3：815、介護4:886、介護5：955）

1回8単位（医師より治療食指示があった場合）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ

夜勤職員配置加算Ⅱ

介護職員等処遇改善加算Ⅰ
介護保険自己負担分（1割）

介護保険自己負担分（2割）

介護保険自己負担分（3割）

介護保険負担限度
認定証なし

2,066円/日

22単位/日

3,170円 3,414円 3,655円

891円653円

1,306円 1,601円

8単位/日看護体制加算Ⅱ

第3段階①

機能訓練指導体制加算 12単位/日

970円

2,673円

1,138円

食費内訳（朝食335円、昼食630円、夕食480円）

3,023円

第2段階

要支援１

2,908円

預貯金、有価証券等の合計が500万円以下であること（夫婦の方は合計1,500万円以下）

880円/日

600円/日

1,833円

介護保険負担限度額
認定証なし1割負担

第2段階（本人及び世帯全員が市民税非課税、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下）

第3段階①（本人及び世帯全員が市民税非課税、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下）

1日負担額

1,057円

2,670円

1,445円/日

3,511円

4,817円

第3段階②（本人及び世帯全員が市民税非課税、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える）

（単位：円）

第3段階②

3,323円2,133円

食費

第3段階①

第1段階

880円/日

300円/日

1,180円

4,312円

1,480円

長期利用者に対する適正化
30日を超えて特養介護１の単位数　支援1：75/100　支援2：93/100

3,471円

※介護保険負担限度額の軽減を受けるためには、市町村の窓口に申請し【介護保険負担限度額認定証】の交付を受ける事が必要です

介護保険負担限度額
認定証なし2割負担

介護保険負担限度額
認定証なし3割負担

3,171円
3,561円
3,640円
3,727円
3,808円
3,889円

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

4,568円 5,625円 6,681円

4,402円

令和6年8月1日改定


